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令 和 ７ 年 ３ 月 

幼 保 企 画 課 

 

令和７年度 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

概要 

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て

家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現

行の幼児教育・保育給付に加え、就労要件等を問わず時間単位で柔軟に保育施設等を利用でき

る、国の新たな通園給付「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」の令和８年度からの

本格実施を見据え、事業を実施するもの。 

「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」本格実施に向けたスケジュール 

 令和６年度 

 制度の本格実施を見据えた試行的事業を実施。（本市では市内 10施設で実施） 

 118 自治体で実施（令和６年９月 30 日時点） 

 令和７年度 

 法律上制度化し、実施自治体数を拡充（自治体の判断で実施） 

 子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として位置づけ 

 事業実施施設は本市が定める基準に基づき、本市の認可を受けて事業を開始 

（詳細は以下「３．本市における令和７年度の実施概要」「４．令和７年度スケジュール（予定）」 

 の通り） 

 予約受付からデータ管理、行政への請求に係る全国統一の総合支援システムの構築・運用 

 令和８年度 

 法律に基づく新たな給付制度 

 現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「乳児等のための支援給付」を創

設し、全自治体で実施 

※本格実施時の制度詳細は国において検討中であり詳細判明次第お知らせします。 

 実施概要（※国の通知等を基にしており、内容は今後変更となる可能性

もあります） 

 実施施設数 

  ①令和７年４月１日～ 

 10 施設…令和６年度における試行的事業実施施設を予定 

  ②令和７年８月１日～（予定） 

 20 施設…上記 10 施設に加えて、公募を行い、選定委員会により新たに 10施設を選定予定 

対象施設：保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、 

     事業所内保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等 

※令和８年度から事業を開始する施設の認可スケジュール等、詳細は決定次第お知らせします。 
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 対象児童 

 保育所等に通っていない０歳６か月～満３歳未満（３歳の誕生日の前々日まで）の児童 

 事業内容 

【定期的な預かり】 

 月 10時間の利用可能枠の中で、時間単位での利用申込を受け入れる※ 

※本市においては、月 10 時間の枠を超えてなお継続して利用を希望する児童は、別途一時預

かり事業の利用申し込みを行う。（一時預かり事業未実施施設においては近隣の一時預かり

事業実施施設を案内する。） 

【利用児童および保護者に対する支援】 

 集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し日々の保育状況を記録 

 保護者に対して必要に応じて面談やアドバイスを行う 

【配慮が必要な家庭に係る情報提供】 

 利用中に配慮が必要だと確認した家庭について、本市へ報告するとともに、関係機関との連

携に努める 

 事業実施体制 

 本市条例等に基づき認可を受けていただく必要があります。また、事業実施の詳細について

は本市実施要項により実施していただきます。 

 保護者負担額・補助単価 

  ①保護者負担額（利用料）：こども１人１時間 300 円（生活保護・非課税世帯は無料）  

  ②補助単価：こども１人１時間あたり以下基本分、加算分の合算 

 基本分…年度当初の年齢に応じた単価 

０歳児…1,300 円／１歳児…1,100 円／２歳児…900 円 

 加算分…複数の加算に該当する場合、いずれか一つのみ適用 

障害児、要支援家庭…400 円／医療的ケア児…2,400 円 
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令和７年度スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和８年度から事業を開始する施設の認可スケジュール等、詳細は決定次第お知らせします。 

 

「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」は、令和８年度からの本格実施に向け、特に

現場の方々のご意見を伺いながら検討していくことが重要であるため、事業への積極的なご協

力のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

 

実施時期 実施内容 

令和７年３月下旬 R7.8.1 事業開始施設の募集開始 

令和７年４月１日 R6 年度試行的事業実施施設の事業開始 

令和７年４月中旬 R7.8.1 事業開始施設の募集書類提出締め切り 

令和７年５月下旬 R7.8.1 事業開始施設の実施認可 

令和７年６月上旬～ R7.8.1 事業開始施設の利用者募集 

 ※利用者は、本市の利用認定を受けた後、施設へ申込 

※申込を受けた施設は、事前面談を実施 

令和７年８月１日 R7.8.1 事業開始施設の預かり開始 

幼保企画課 

TEL ：022-214-8185 

Mail：kod006162@city.sendai.jp 


